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日　

時　

平
成
23
年
５
月
５
日（
祝
・
木
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
６
時

　

５
月
５
日
の
こ
ど
も
の
日
は
、
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
は
入
館
無

料
で
す
。
模
擬
店
コ
ー
ナ
ー
や
振
舞
い
コ
ー
ナ
ー
、
和
太
鼓
演
奏
、

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
楽
し
い
こ
と
が
イ
ッ
パ
イ
！

み
な
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！！

 

☆
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
Ｇ
Ｏ
Ｇ
Ｏ
バ
ス（
無
料
） 

　

月
曜
日（
河
野
地
区
）、
火
・
金
曜
日（
湯
尾
・
宅
良
地
区
）、
金

曜
日（
今
庄
地
区
）に
無
料
バ
ス
を
運
行
し
て
い
ま
す
。

　

無
料
バ
ス
を
利
用
し
て
、
ご
友
人
や
お
仲
間
と
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン

ド
南
条
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

 

☆
ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室
・
親
子
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室 

 　
（
生
後
６
カ
月
〜
３
歳
未
満
の
子
ど
も
対
象
）　
　
　

ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
の
ご
案
内

　

ベ
ビ
ー
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室
・
親
子
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室
を
受
講
し
、

ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
る
と
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
教
室
は
、
大

人
の
方
の
入
館
料
の
み
で

受
講
で
き
、
お
子
様
の
入
館

料
・
教
室
料
金
は
無
料
で

す
。
回
数
券
も
発
行
し
て
い

ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
お
子
様
と
一
緒
に

受
講
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
？

■問合せ　ウォーターランド南条  ☎ 47－3711

ウォーターランド通信

国
民
年
金
保
険
料
は
遅
れ
ず
に
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
！

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
も
し
も
の
時
に
あ
な
た
の
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く
と
老
後
に
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

ば
か
り
か
、
納
付
が
遅
れ
る
こ
と
で
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
取
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
も
し
も
の
時
に
後
悔
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
保
険
料
は
き
ち

ん
と
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！（
納
期
は
翌
月
末
で
、
２
年
経
過
す
る
と
時
効

に
よ
り
納
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。）

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

　

国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
や
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
納
付
が
困
難
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
必
ず
役
場
町
民
税

務
課
の
国
民
年
金
窓
口
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

年 金 の お 知 ら せ

納付が困難なときは 30歳未満の方は 学生の方は

保険料免除制度 若年者納付猶予制度 学生納付特例制度

経済的な理由などで、
保険料を納めることが
困難な時に利用できる
制度で、申請が承認さ
れると保険料納付の全
額又は一部（4分の 3、
2分の 1、4分の 1）が
免除されます。保険料
免除は、本人と配偶者、
世帯主の前年所得が一
定額以下であれば承認
されます。

本人が 30歳未満であ
るときに限って利用で
きる制度で、申請が承
認されると保険料の全
額についての納付が猶
予されます。納付猶予
は本人と配偶者の前年
所得が一定額以下であ
れば、世帯主の前年所
得にかかわらず承認さ
れます。

本人が学生であるとき
に限って利用できる制
度で、申請が承認され
ると保険料の全額につ
いて納付が猶予されま
す。学生納付特例は、
本人の前年の所得が一
定額以下であれば、配
偶者や世帯主の前年の
所得にかかわらず承認
されます。

★ 　保険料免除などの承認された期間（多段階免除承認期間において一部納
付がない期間は除かれます。）は、老後に年金を受け取るための資格期間
に含まれるだけでなく、万一の時に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受
け取る資格期間にも含まれます。
　 　また、失業された方は、離職票や雇用保険受給資格者証等を添付すれば、
前年の所得に関係なく免除される特例もありますので、必ずご相談くだ
さい。

５月５日は
　子供祭り！

 

☆
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
子
供
祭
り
開
催
! ! 

■問合せ　武生年金事務所  ℡ 23－1124
　　　　　町民税務課　　  ☎ 47－8015


